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「西日本豪雨災害・復興支援センター」の設置についてのお知らせ 

 

当行では、８月１日（水）より、「西日本豪雨災害・復興支援センター」を設置いたし

ますので、お知らせします。 

当行では豪雨災害の発生直後から、本部・営業店が連携し、お客さまの復興をご支援し

てまいりましたが、「西日本豪雨災害・復興支援センター」の設置により、その取組みをさ

らに加速させ、被害を受けられたお客さまの一日も早い復旧・復興に尽力してまいるとと

もに、地域経済の発展と活性化により一層取組んでまいります。 

 

１． 設置場所および人員 

本部内に「西日本豪雨災害・復興支援センター」を設置します。 

人員は専担者１０名で構成します。 

 

 ２． 設置の趣旨 

（１）今般の西日本豪雨により直接的な被害を受けられた、もしくは物流網の寸断な

どで間接的な被害を受けられた法人および個人のお客さまの早期復旧・復興を

金融面から支援するため、復旧・復興に関する本部各部の機能を「西日本豪雨

災害・復興支援センター」に集約し、迅速に対応いたします。 

 

（２）今後、西日本豪雨により被害を受けられたお客さまから、復旧資金のご調達方

法や住宅ローンのご返済方法など、さまざまなご相談の増加が予想されます。

お客さまの直接の相談窓口は、お取引きいただいております当行の営業店窓口

となりますが、「西日本豪雨災害・復興支援センター」が営業店を強力にサポー

トすることで、お客さまからのご相談に早期にお応えし、できる限りのご支援

をおこなう体制を構築します。 

以  上 

 

 

 


